


株式会社いでした・株式会社いでしたケアサービスとは

現在、株式会社いでした／株式会社いでしたケアサービスでは、下記の事業を行っております。

「株式会社いでしたケアサービス」：通所介護事業、居宅介護支援事業、シニアフィットネス

事業、自立型高齢者シェアハウス事業を展開。

「株式会社いでした」：通所介護のフランチャイズ事業を展開。

弊社では、介護サービスを利用されるお客様、介護サービスを行う事業主様、

更には高齢者を主としたライフケアのトータルサポートを行っております。
代表取締役 井手下 哲郎

会社名：株式会社いでした 所在地：東京本社 〒190-0023
創立：平成22年4月22日 東京都立川市柴崎町3-10-5ＦＭビル5Ｆ
代表者：代表取締役 井手下 哲郎 TEL： 042-595-6203 FAX： 042-595-6204
資本金：10,000,000円
事業内容：介護FC事業、介護請求事務代行

会社名：株式会社いでしたケアサービス 所在地：広島本社〒730-0031
創立：平成20年10月14日 広島県広島市中区紙屋町1-1-20いよぎん広島ビル503
代表者：代表取締役 井手下 哲郎 TEL： 082-545-3590 FAX： 082-545-3591
資本金：3,000,000円
事業内容：通所介護事業、介護予防通所介護事業、居宅介護支援事業、放課後等デイサービス事業

シニアフィットネス事業、自立型高齢者シェアハウス事業
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広島エリア

株式会社いでしたケアサービス
広島本社

介護事業
いでしたリハビリステーション亀山
デイサービス「いでしたの日々」
いでしたリハビリステーション高取
デイサービス「いでしたの光」
デイサービス「いでしたのこころ」
いでしたケアプランセンター
いでしたケアプランセンター広島南
デイサービス「いでしたの希望」
直営店：８店舗

東京エリア

株式会社いでした 東京本社

介護事業
デイサービス「いでしたの虹」
いでしたリハビリステーション上北台
デイサービス「いでしたの木もれ日」
デイサービス「いでしたの翼」
デイサービス「いでしたの未来」
デイサービス「いでしたのやすらぎ」
直営店：6店舗

介護FC事業
デイサービス 花・花
スマイル倶楽部 多摩
スマイル倶楽部 上溝

ＦＣ店：3店舗

店舗一覧
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■なぜ、フランチャイズ事業に力を入れるのか？ いでしたのビジョンとは？？

その地域に縁のあるオーナーが運営する地域に根
付いたデイサービスを目指したい

ご利用者様に喜んで頂ける「いでした」のサービスを
全国に伝えたい

弊社は平成20年10月に会社を設立し、広島県安佐
北区亀山に一号店をOPENさせ、今現在15期目を
迎えております。当時の広島県内では「リハビリ特
化型」デイサービスはほぼ皆無であり、順調に広島
市内各所に直営店を展開させる中、平成23年4月
に東京初出店となる「いでしたの虹-拝島市-」を
OPEN。その後、西東京地区を拠点とした店舗展開
を行い、わずか5年で広島8店舗、東京5店舗の直
営店を運営するに至りました。しかしせっかくの
サービスも、直営店を全国展開するには膨大な人
員、そして時間がかかることから、現在、次のス
テップとして、直営店で成功を収めたノウハウを基
に「介護らしくない介護」をモットーとした地域に喜
ばれる「疾患別機能訓練型+エンタテインメント」の
デイサービスフランチャイズを展開中であります。
（東京都2店舗・神奈川県1店舗）

ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ展開

代表取締役
井手下の想い・・・

ノウハウの
提供

会社概要：株式会社いでしたＧｒの経営方針

急性期病院での在院日数の短縮問題で出た、介護
保険によるリハビリに対するニーズを、いでしたの疾
患別機能訓練型1日デイサービス事業で答えたい

FC店実績
3店舗
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直営店実績
14店舗
年商：7億円



①介護業界の現状と展望
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超高速高齢化の実態！（時代背景）

●２０１０年 高齢化率 ２３％ ⇒ ５人に１人が高齢者

●２０１５年 団塊の世代 １９４７～１９４９年生 が６５歳以上となる
高齢化率 ２６．８％ ⇒ ４人に１人が高齢者

●２０３５年 高齢化率 ３３．４％ ⇒ ３人に１人が高齢者
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超高速高齢化の実態！（時代背景）

介護費用は２００７年度の７兆円から
２０２５年度の２４兆円と・・・

首相官邸 社会保障国民会議のＨＰ 医療・介護費用のシュミレーションより

３倍以上の市場の伸び
が見込まれる！！
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②介護保険・デイサービス事業とは？
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介護保険制度とは？ （介護保険制度の仕組み）

2015年介護保険制度改正で、
｢単身で280万円以上、夫婦で359万円以上｣は
被保険者は2割負担となります。

ケアマネによるケアプランに基づいて、
指定された事業者により、介護サービ
スが提供される仕組み

8 広島市「介護保険制度の案内」参照



介護保険制度とは？ （サービス提供までの流れ）

9 広島市「介護保険制度の案内」参照



要介護度

要支援１ ・・・ 立ち上がり時に手すりが必要

要支援２ ・・・ 常に杖または歩行器が必要

要介護１ ・・・ 比較的軽い認知症を要する

要介護２ ・・・ 車いすによる介助が必要

要介護３ ・・・ 準寝たきり、中程度の認知症

要介護４ ・・・ 寝たきり、重度の認知症

要介護５ ・・・ 常時寝たきり
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軽度

重度



介護保険制度とは？ （サービスの種類その①）

11 広島市「介護保険制度の案内」参照



介護保険制度とは？ （サービスの種類その②）

12 広島市「介護保険制度の案内」参照
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②レクリエーション活動 ④入浴

デイサービス事業とは？

◆通常のデイサービスの一日の流れ

①送迎 ③お食事

そしてご帰宅・・・



遊戯を楽しむ

カジノ型デイサービス

民家改装型お泊りデイサービス

24時間 365日対応！
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入浴がメインの

スパ系デイサービス

午前・午後入替えの
リハビリ系デイサービス

デイサービス事業とは？

◆デイサービスの種類
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③デイサービス事業の
メリット・デメリット
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デイサービス事業のメリット・デメリット

メリット

①成長市場
②安定した収入
・完全予約制のサービス
・約90％が国からの報酬

③客単価が高い

◎デイサービス事業の場合



デイサービス事業のメリット （成長市場）
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介護保険事業報告書参照

要介護認定者と伸び率

対前年と比較し、要介護認定者は33万人増、通所介護利用者
は9万人増。



サービスの種類 サービスの内容等 費用額 注）利用者負担額

介護予防通所介護
（デイサービス）

【要支援1の方】
1872単位
（19,730円）

1,973円 1ヶ月あたり

【要支援2の方】
3602単位
（37,965円）

3,796円 1ヶ月あたり

サービスの種類 サービスの内容等 費用額 注）利用者負担額

通所介護
（デイサービス）

通常規模
7時間以上9時間未満の場合

【要介護3の方】

1000単位
（10,540円）

1,054円 1回あたり

デイサービス事業のメリット （客単価）

◎主な料金体系（参考例）
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注）下記利用者負担額は、利用者1割負担計算です。
2015年改正で、｢単身で280万円以上、夫婦で359万円
以上｣は利用者は2割負担となります。



通常規模デイサービス（要介護3）

①客単価：約10,000円/回

利用者負担額（約１，０００円/回）

②1回の利用時間：3～7時間

③利用できるサービス：

機能訓練、レクリエーション、入浴、昼食等

④行き帰り：自宅とデイサービス間の送迎付き

某フィットネスクラブ

①利用料金：8,000円～10,000円/月

＊利用制限なし

②１回の利用時間：約2時間

③利用できるサービス：フィットネスジム、

スタジオレッスン、プール、浴場etc.

→マンツーマンのコースは別途有料

④行き帰り：ご利用者自身で
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（例）デイサービスとフィットネスクラブのサービス比較

デイサービス事業のメリット （他事業との比較）
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デイサービス事業のメリット・デメリット

デメリット

①必要書類の多さ （P21.22参照）

②基準の厳正さ
・施設基準
・運営基準
・算定基準

③３年に一度の法改正

◎デイサービス事業の場合



行政処分（指定取り消し）の実態！

厚生労働省は、
2013年度に「指定取り消し処分」や「効力停止処分」

となった介護保険施設・事業所は、

216件と発表。（過去最多）

その理由は・・・

①「介護給付費の請求に関して不正」

②「帳簿書類の提出命令漏れや、虚偽

の報告をした」
③「人員について、厚労省令で定める

基準を満たすことができなくなった」

2016.2.27現在
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介護業界特有の必要書類の多さ！

社内で、ご利用者情報として保管・管理しておかなければならない書類例

ケアプラン 担当者会議議事録

ﾌｪｲｽｼｰﾄ 運動器機能向上
計画評価シート

その他、契約書控え
や介護保険証コピー
などがあります。
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介護業界特有の必要書類の多さ！

行政等に、定期的に提出しなければならない書類例

介護職員処遇改善
変更届の一部

運営規定変更届
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2015年介護保険制度改正とは？
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ポイント

①要支援認定者の介護サービス（給付）からの
除外、市区町村事業への移行

②利用料の1割負担一部引き上げ

③小規模型デイサービスの市区町村事業への
移行



デイサービス事業（法改正に関して）
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厚労省「社会保障審議会介護保険部会」資料参照



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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2015年度介護報酬改定に係る基本的な考え方

ポイント
①賃金・物価の状況、介護事業者の経営状況等を踏まえ

た介護報酬の改定率は、全体で▲２．２７％ である

②中重度の要介護者や認知症高齢者への更なる強化

③活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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介護報酬改定率は、全体で▲２．２７％
と言われてます。

しかし現実はそれ以上の下げ幅・・・。

（例） 東京都昭島市
法改正前

サービスの内容 費用額

【要介護1】 8,590円/1回

【要介護2】 10,097円/1回

【要介護3】 11,678円/1回

【要介護4】 13,248円/1回

【要介護5】 14,808円/1回

法改正後
費用額

7,746円/1回

9,148円/1回

10,603円/1回

12,057円/1回

13,501円/1回

◆小規模デイサービス◆ 所要時間7時間以上9時間未満の場合



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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（例） 東京都昭島市

更に・・・

法改正前
サービスの内容 費用額

【要介護1】 7,325円/1回

【要介護2】 8,611円/1回

【要介護3】 9,949円/1回

【要介護4】 11,288円/1回

【要介護5】 12,616円/1回

法改正後
費用額

6,914円/1回

8,168円/1回

9,464円/1回

10,761円/1回

12,057円/1回

◆通常規模デイサービス◆ 所要時間7時間以上9時間未満の場合



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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法改正前
サービスの内容 費用額

【要支援1】 22,292円/1ヶ月

【要支援2】 44,647円/1ヶ月

法改正後
費用額

17,359円/1ヶ月

35,593円/1ヶ月

比較的軽度な方を対象とした「介護予防」サービスでは
ダウン幅が大きく、運営が非常に厳しい！

少しでも中重度者を受け入れる設備や、新たに加算の
取れるサービスを提供しなければなりません。

（例） 東京都昭島市



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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4月以降

費用額 平均介護度1.5

売上 5,526,000円
（431+46）×7.5名×2×20日×10円＝1,431,000円

要支援

（2115+225）×17.5名×2×5日×10円＝4,095,000円

計5,526,000円

月額

売上 4,806,000円

▲720,000円の売上ﾀﾞｳﾝ

◆シュミレーション◆ ＊午前・午後入替えのリハビリ特化型短時間デイサービス
所要時間3時間以上5時間未満 1日平均利用者25名 介護3：7支援 の場合

平均介護度1.5

（408+46+56）×7.5名×2×20日×10円＝1,530,000円

要支援

（1647+225）×17.5名×2×5日×10円＝3,276,000円

計4,806,000円

今後、自費になる可能性も・・・

要支援がなくなり自費の場合、
月会費 6,000円で計算すると

6,000円×17.5名×2×5日＝1,050,000円
更に ▲2,260,000円 の減

売上計が2,580,000円となり運営が不可となります。

経費に変動はない＝利益が落ちる



2015年介護保険制度改正の余波・・・
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◆シュミレーション◆ ＊疾患別機能訓練型1日デイサービス
所要時間7時間以上9時間未満 1日平均利用者25名 介護9：1支援 の場合

今後、自費になる可能性も・・・

▲54,000円の売上ﾀﾞｳﾝ
改正後も下げ幅が少ない！

費用額

売上 4,851,000円

月額

売上 4,797,000円

平均介護度2

（775+46+56）×22.5名×20日×10円＝3,946,500円

入浴 50×11.25名×20日×10円＝112,500円

食事 600円×22.5名×20日＝270,000円

平均介護度2

（817+46）×22.5名×20日×10円＝3,883,500円

入浴 50×11.25名×20日×10円＝112,500円

食事 600円×22.5名×20日＝270,000円

要支援

（2115+225）×2.5名×2×5日×10円＝585,000円

計4,851,000円

要支援

（1647+225）×2.5名×2×5日×10円＝468,000円

計4,797,000円

4月以降

要支援がなくなり自費の場合、
月会費 6,000円で計算すると

6,000円×2.5名×2×5日＝150,000円
318,000円減となりますが、売上計は4,479,000円となりますが、

十分運営が可能です。

いでしたがオススメするデイサービスモデル



2015年介護保険制度改正後の「老人福祉・介護事業」倒産状況

平成27年4月から介護報酬引き下げとなり、
平成27年（1月～12月）「老人福祉・介護事業」の倒産件数は

過去最多76件に到達。

老人福祉・介護事業の倒産件数76件 ⇒ 前年比40.7％増（前年54件）

「通所・短期入所介護事業」の倒産件数29件 ⇒ 前年比93.3％増（前年15件）

中でも、施設系（デイサービス含む）「通所・短期入所介護事業」は・・・

なんと約2倍！！
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2015年介護保険制度改正後の売上高
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店舗名 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月 2014年8月 2014年9月 2014年10月2014年11月2014年12月 2015年1月 2015年2月 売上合計

デイサービス「いでしたの日々」 5,361,227 5,534,428 5,119,402 5,152,019 4,699,818 4,917,103 4,492,163 4,542,602 4,462,486 4,391,349 4,281,180 52,953,777

2014年4月～2015年2月 店舗売上（介護報酬改定前）

2015年4月～2016年2月 店舗売上（2015年度介護報酬改定後）

法改正後、介護報酬が減額されたが・・・
いでしたの疾患別機能訓練型1日デイサービスは 前年対比102.9％

法改正後も増収

店舗名 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月2015年11月2015年12月 2016年1月 2016年2月 売上合計

デイサービス「いでしたの日々」 4,438,015 5,128,639 4,857,092 5,221,053 4,692,847 4,849,454 5,285,058 5,131,836 5,143,354 4,838,885 4,933,239 54,519,472

↑UP

更に 介護保険制度改正後にオープンしたFC店舗の売上高
店舗名 2015年3月 2015年4月 2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月 2015年9月 2015年10月2015年11月2015年12月 2016年1月 2016年2月 売上合計

リハビリ型デイサービス
てのひら 小金井

408,677 1,158,719 1,854,324 2,802,613 3,286,557 3,757,257 4,183,494 4,574,743 4,694,624 4,572,053 4,604,002 5,084,060 40,981,123

右上肩上り

平成27年4月の介護保険制度改正で
介護事業者の倒産が相次ぐ中、

5ヶ月で損益分岐点到達！
11ヶ月で500万/月突破！！
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＜小規模型＞
地域密着型サービス移行に伴う影響

・指定権者が市区町村へと移行

・保険者によって、事業内容を決定する為、将来
的に現状のサービスを提供できなくなる可能
性がある。

・保険者によって、報酬が決定される為、大幅に
報酬が下がる可能性がある。

・新規指定に関して、市区町村の３ヵ年の介保
険計画に基づいた事業所数のみ公募によっ
って事業者選定を行い、選定された事業者の
み開設となる可能性がある。

デイサービス事業（法改正に関して）



また、各市区町村が管轄になる事で、更なるデメリットが生じます。
それは、財源です。各市区町村によって財源が変わる為、報酬にも差が生
まれ運営が不安定になります。当然、各都道府県から各市区町村へ移行
すると報酬が上がる事は考えにくい為、実質地域密着型サービスでの経営
は困難となります。
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H18.4 H.25.4
小規模事業所 7,075 17,963
通所介護全体 19,341 35,453
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＊小規模デイサービスとは？
一日利用定員が19名未満。

地域密着型サービスとは、今まで各都道府県が事業所を指定していたも
のが、各市区町村が管轄となり指定する事となります。今後、各市区町村
が、その地域に本当に必要なサービスか判断される為、今までのように誰
でも申請すれば、デイサービスが出店出来る時代は終わります。

平成28年度以降、小規模デ
イサービスは廃止となり地域
密着型サービスに移行します。

デイサービス事業（法改正に関して）



2015年介護保険制度改正への対応（まとめ）
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容易にできる、軽い介護予防では国はもう評価してくれません。

国が今後、デイサービスに求
めるものとは？

介護事業に新規参入される方

中重度対応 認知症対応 専門的な
リハビリテーション

難 難



通常規模

疾患別機能訓練型
一日デイサービス

37



④いでしたのデイサービスの特徴
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いでしたのデイサービスフロアマップ
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いでしたが展開する疾患別機能訓練で、他事業所との差別化
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Q:疾患別機能訓練って何？

A:お一人おひとりの、疾患（病気）に合わせて、個別にプログラムを作
成し、身体状態に合った機能訓練を実施します。

A:集団体操やマシントレーニングは、現在どこの施設でも実施され
ておりますが、全員が同じ訓練を行っています。
しかし、個々に症状が違うのに、全く同じ訓練をしても効果は人それ
ぞれです。
その点、いでしたの疾患別機能訓練では、個々に最良のプログラム
を計画、実行することで、全員に効果があらわれます。

Q:他と何が違うの？

A:蓄積されたノウハウが無い為、やりたくても、できないのです。
デイサービスのほとんどが、同じサービスを繰り返しているだけです。

Q:何故、他はやらないの？

Q:何故、いでしたはできるの？

A:会社創設から機能訓練に重点を置き、常に機能訓練を進化させて
きた事で、疾患別機能訓練という新しいサービスを作り上げたからで
す。

Q:異業種からの参入で疾患別機能訓練が対応できるの？

A:機能訓練系のスタッフさえ集めて頂ければ大丈夫です。
いでしたのノウハウで全面バックアップしますので、心配ありません。



いでしたが展開する疾患別機能訓練①

＜プロフィール＞

機能訓練指導員：渡辺江美佳
急性期病院リハ室での経験を元に、訪問リハビリに
従事した経験を持つ理学療法士。
痛みの改善や、関節可動域の訓練など細かな配慮を
行い、皆様のリハビリのお手伝いをしています。

Y.H様 55歳 男性
主疾患：
脳出血後遺症による右半側麻痺
(右上下肢中度拘縮あり)及び失語症が残存
歩行困難であり車椅子での生活となっている

・車椅子での生活となっている為、下肢筋力だけでなく、全
身の筋力低下がある(握力測定・体重測定等にて)

・坐位の状態から体幹筋力の不活性化及び低下が懸念される

・歩行力の向上や立位保持が望ましいが、過体重による膝関
節への負担がある

・高血圧への対応として、栄養コントロールや体重コント
ロールが必要である

・人工関節に関しては現状痛みの発生が無いため、徒手訓練
での可動域訓練を実施可能である

・現在ある筋肉の維持や筋緊張の緩和について
→足湯等による筋緊張の緩和、各パワリハマシンでの訓練

・パワリハマシンに関する負荷設定方法について
→筋肉の不活性化を防ぎつつ、十分な量を実施する必要がある

・歩行訓練時の膝関節の負担について
→アンウェイを活用し体重の30％を上方から牽引し、膝関節への負
担を軽減

・体幹訓練について
→PTによるバランスボールを活用したトレーニングにて局所的な
向上を図る

・体重コントロールについて
→食事量の確認、運動量の増加タイミングの確認等

【①マシンによる全身の筋力向上メニュー ＋ ②徒手訓練による
体幹向上メニュー ＋ ③体重コントロール支援】

・パワリハマシンによる上肢筋力向上プログラム、アンウェイを使
用した膝関節への負担を軽減した歩行訓練

・PTによる体幹訓練(バランスボール・アンクルウェイトを使用)

・PT考案の自宅トレーニングメニューの実施

・食事制限(主食の減量)＋筋力活性化による消費カロリー向上プロ
グラム
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いでしたが展開する疾患別機能訓練②

実施マシン：
ローイング(上肢筋力向上)・グリップトレーニング
トレッドミル＋アンウェイマシン(牽引での体重減歩行訓練)

アンウェイマシン：重介護者の歩行訓練に対応！！体重の30％
(約25～27kg)を上方から牽引し、Y様の膝にかかる体重を
60kg前後にしています

お体が大きく、人工股関節の可動域制限の為、実施できるパワリハマシ
ンが少ないY様ですが、上肢の訓練はマシンでの実施が可能でした。自
身の体を支えるために必須である、上肢の筋力向上を目指して頂くこと
が出来ました。
また、歩行マシンでは膝関節への負担を軽減して、杖や平行棒では出来
ない歩行訓練を実施して頂きました。

訓練内容：
PTによる体幹強化トレーニング(バランスボール・アンクルウェイト)

マシンで行う事ができない下肢筋力や体幹筋力の強化訓練を実施して
頂きました。
特にバランスボールプログラムは足をボールに乗せた状態でお尻を持
ち上げるという、私達でも慣れるまで実施が難しい運動を行って頂きま
した。
また自身の下肢をPTの掲げる手まで持ち上げる訓練を実施する事で、
マシン以上に厳しい内容となりました。

支援内容：
食事量の最適化・消費カロリーの向上

Y様は…
白米量：120～130ｇ
おかず：9割
減塩 で対応

歩行時の膝関節痛や高血圧な
どはほぼ体重の増加に伴い発
症していると考えられる為、
ダイエットの支援を行いまし
た。
他事業所との連携により、概
ねサービス利用中の摂取カロ
リーは他のお客様に比べ20～
30％減となっています。

また、立位の保持を毎回の参
加時に行い、代謝の向上を行
いました。

42



いでしたが展開する疾患別機能訓練③

左：35.6kg

握力測定(10/6)

左：37.4kg
握力測定(12/1)

1.8kgUP

左：91.2kg

左：88.6kg

握力測定(10/6)

握力測定(12/1)

2.6kgDOWN

握力測定 体重測定

×

腰に力を入れることが
困難で足を上げることも
出来ませんでした。

○

腰がベッドから浮き、
足もかなり上がるよう

になりました。
体幹強化！

体重測定

握力測定(10/6)
左：91.2kg

握力測定(12/1)
左：88.6kg

2.6kgDOWN

＜アセスメント＞

体重減の効果として、数
値以外では、移動時に膝
に係る負担が軽減され、
膝の痛みも少なくなって
いる。
また、筋力向上による基
礎代謝の向上も成果に繋
がった。

ここの先生達は皆元気な声で「はい～は
い～」って言って、私にドンドン訓練を
させてくれます。全然嫌な気分にならな
いけど、かなり訓練の量は増えてきてい
ると思います。
最初は歩くマシンになれず、5分だけで
疲れきっていましたが、最近は7分をノ
ンストップでできる位になりました。

渡辺先生のボール訓練が一番きついけど、出来る様になっている
のが分かるから、頑張れます。やっぱりもう少し歩きたいし、体
重も減らさないといけないと思っているので、1月からは週1回か
ら週2回に増やして頑張るつもりです。
なんたって、ここの先生達は私をのせるのが上手いですから…。
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⑤「いでした」
フランチャイズの特徴



「いでした」のフランチャイズシステム
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加盟金を 0円 にしたのは、その元手を少しでもオーナー様の運営資金

やご利用者に喜ばれる設備に費やして頂きたいからです。

入念な研修プランや、介護報酬に関する教育も別途頂くことはございません。
全て業務委託料の中に含まれております。



51

2015年の介護保険改正
に対応し、更に5年後、10年後も成長し

続ける為にリハビリ特化型デイサービスをより専
門的に進化させた疾患別機能訓練型デイサービ
スを提案します。

「いでした」のフランチャイズシステム

いでしたの疾患別
機能訓練型デイサービス
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＊「いでした」を入れる必要なし

ご自由に施設名をお付け下さい！！

「いでした」のフランチャイズシステム



介護報酬請求事務を㈱いでしたが代行致しますので

オーナー様に専門知識がなくても

請求業務がスムーズに行えます。
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「いでした」のフランチャイズシステム



介護保険上必要な書類は、
いでした独自の社内監査システム
によって、いでした本部の担当者が
遠隔でチェックし、不備を即座に指摘！

コンプライアンスを
遵守します！
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「いでした」のフランチャイズシステム



フランチャイズ契約の概要

フランチャイズ契約後の一般的な業務フロー
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開業前支援と開業後のサポートに関して

＜開業前＞

・市場調査、物件・改修に関するアドバイス、機材の紹介、施工業者の紹介

・事業計画書作成指導、専門的で手間のかかる行政への各種申請サポート
（介護事業所指定申請書作成サポートおよび提出機関への同行)

・リクルーティング（オープニングスタッフ募集）に関する指導、面接立会い

・営業方法のレクチャ、同行（ケアマネージャー先、ポスティング同行）

・スタッフ/オーナー、開業前研修（直営店への受け入れ）

・現地でのスタートアップ研修

・運営ツール、各種マニュアル提供
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開業前支援と開業後のサポートに関して

＜開業後＞
・介護報酬請求業務代行
毎月のサービス提供の実績管理を行い、請求のためのパソコンへの入力から、国保連への伝送による請
求を代行
また、ＦＣ店舗名義で利用者様に対し収納業務・請求業務とこれに関連する業務を代行
ａ）請求書の作成（ＦＣ店舗へ郵送）
ｂ）収納確認
ｃ）督促業務等のオペレーション（ＦＣ店舗へ通達）

・社内監査
介護保険法に基づいた日々の書類のチェック
「国・市・国保連合会等」で交わされる、人員基準・運営基準に準じた必要書類に対し、不備・記入漏れ
の有無を当社が確認し、修正箇所が認められた場合、当社はその修正箇所をＦＣ店舗に指摘し修正指導
オーナーへの報告

・開業後、一ヶ月以内の専属営業担当者による訪問

・定期的な専属営業担当者による訪問

・法令遵守を第一とした運営方法と収益を確保できる経営戦略の指導

・疑問点、問題点等にも、わかりやすくお電話にて回答いたします

57



3
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

契
約

レ
イ
ア
ウ
ト
の
決
定

工
事
業
者
の
選
定

工
事
開
始

開
始

リ
ク
ル
ー
テ
ィ
ン
グ

研
修

物
品
購
入

工
事
終
了

物
品
納
入

介
護
保
険
課
へ
指
定
申
請

オ
ー
プ
ン

開
始

営
業
活
動

プ
レ
オ
ー
プ
ン
・
見
学
会
開
始

中
旬

月
末

4
月

物
件
の
選
定

58



ご清聴、
ありがとうございました。
収支シュミレーションや投資費用等の具体的
な質問はブースF0802までお越し下さい！

個別施設見学会も随時開催致しますので、
是非、現場をご覧ください！


